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険
料
と
平
成
19
年
度
の
概
算
保
険

料
の
申
告
・
納
付
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
４
月
１
日
か
ら
石
綿
健

康
被
害
救
済
の
た
め
の
「
一
般
拠

出
金
」
の
申
告
・
納
付
が
始
ま
り

ま
す
。
労
災
保
険
適
用
事
業
所
の

事
業
主
の
人
は
、
労
働
保
険
料
と

併
せ
て
申
告
・
納
付
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
０
９
９‒

２
２
３‒

８
２
７
６

鹿
屋
市
美
術
展
秀
作
作
品

展
　

第
20
回
〜
25
回
鹿
屋
市
美
術
展

の
大
賞
・
市
長
賞
等
上
位
受
賞
作

品
や
、
審
査
員
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
。

● 

日
時
＝
４
月
１
日
（
日
）
〜
10

日
（
火
）

● 

場
所
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

ギ
ャ
ラ
リ
ー

● 

入
場
料
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
文
化
課

　

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
６
７

お知らせ版　No.030Information

平
成
19
年
度
重
度
障
害
者

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を

交
付
し
ま
す

　

在
宅
の
重
度
障
害
者
の
人
が
タ

ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
、
そ
の
料

金
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

● 

対
象
者
＝
左
記
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
人

○ 

１
級
・
２
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
又
は
Ａ
１
・
Ａ
２
の
療
育
手

帳
若
し
く
は
１
級
の
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
こ
と

○ 

鹿
屋
市
に
住
民
登
録
を
有
し
て

い
る
こ
と

○ 

本
人
及
び
世
帯
員
が
自
動
車
な

ど
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

○ 

福
祉
施
設
へ
の
入
所
や
医
療
機

関
へ
の
入
院
な
ど
を
し
て
い
な

い
こ
と

○ 

本
人
に
平
成
18
年
度
の
市
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

● 

交
付
内
容
＝
１
枚
５
０
０
円
相

当
の
利
用
券
を
12
枚
交
付

※ 

新
規
申
請
の
人
は
月
割
り
で
交

付
し
ま
す
。

● 

手
続
き
に
必
要
な
も
の

○ 

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手

帳
若
し
く
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

○
印
鑑
（
認
印
で
可
）

※ 

す
で
に
交
付
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
人
は
、
使
用
済
の
利
用
券

の
表
紙
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※ 

新
規
に
申
請
す
る
人
は
、
民
生

委
員
の
証
明
が
必
要
で
す
。
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

受
付
開
始
日
＝
４
月
２
日

（
月
）
〜

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
高
齢
障
害
福
祉
課

　

（
⑧
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４‒

43‒

２
１
１
１

　

内
線
３
１
３
４
・
３
１
３
３

　

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

金
属
等
の
盗
難
に
つ
い
て

　

全
国
各
地
で
金
属
等
（
ス
テ
ン

レ
ス
・
銅
）
の
盗
難
が
多
発
し
て

い
ま
す
。

　

河
川
管
理
施
設
（
樋
門
・
樋
管

等
）
の
盗
難
が
発
生
す
る
と
突
然

の
出
水
等
に
対
応
で
き
ず
、
家
屋

や
田
畑
が
浸
水
す
る
被
害
が
発
生

す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
大
隅
河

川
国
道
事
務
所
で
は
河
川
パ
ト

ロ
ー
ル
等
を
行
い
盗
難
防
止
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

河
川
等
で
不
審
な
人
物
や
車
両

を
発
見
し
た
ら
、
す
ぐ
に
１
１
０

番
、
若
し
く
は
大
隅
河
川
国
道
事

務
所
又
は
最
寄
り
の
出
張
所
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

　

大
隅
河
川
国
道
事
務
所

　

☎
０
９
９
４‒

65‒

２
５
４
１

鹿
屋
市
上
下
水
道
部
の
漏

水
修
繕
業
務
を
委
託
し
ま

す
　

鹿
屋
市
上
下
水
道
部
維
持
管
理

セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
き
た
漏
水
修

繕
業
務
は
、
平
成
19
年
４
月
１
日

か
ら
鹿
屋
上
下
水
道
工
事
協
同
組

合
維
持
管
理
セ
ン
タ
ー
に
業
務
委

託
し
ま
す
。

※
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
変
更

　

あ
り
ま
せ
ん
。

漏
水
を
発
見
し
た
ら
、
左
記
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

平
日
（
８
時
30
分
〜
17
時
）

○ 

鹿
屋
上
下
水
道
工
事
協
同
組
合

維
持
管
理
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４‒

44‒

２
０
０
２

○ 

市
上
下
水
道
部
配
水
管
理
課

　

☎
０
９
９
４‒

43‒

４
２
２
５

夜
間
（
17
時
〜
翌
朝
８
時
30

分
）
・
土
・
日
・
祝
祭
日

○
市
上
下
水
道
部

　

☎
０
９
９
４‒

43‒

２
８
０
０

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
配
水
管
理
課

　

☎
０
９
９
４‒

43‒
４
２
２
５

４
月
は
未
成
年
者
飲
酒
防

止
強
調
月
間

　

日
本
で
は
20
歳
未
満
の
飲
酒
は

法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
ル
コ
ー
ル
が
心
身
に
与
え
る

影
響
は
、
精
神
的
・
身
体
的
な
発

育
の
途
上
に
あ
る
未
成
年
者
に
お

「特設無料人権相談所」開設のお知らせ

月 日 曜日
開設場所

施設名 所在地
４ ９ 月 高隈地区交流センター 上高隈町
４ 18 水 串良公民館 串良町岡崎

６ １ 金

鹿屋市役所本庁 共栄町
コミュニティセンター吾平振興会館 吾平町麓
串良公民館 串良町岡崎
輝北総合福祉センター 輝北町上百引

７ ９ 月 鹿屋市役所本庁 共栄町
８ ２ 木 串良公民館 串良町岡崎
８ ３ 金 鹿屋市役所本庁 共栄町
８ ９ 木 コミュニティセンター吾平振興会館 吾平町麓
９ ３ 月 輝北総合福祉センター 輝北町上百引
10 ９ 火 鹿屋市役所本庁 共栄町
10 12 金 コミュニティセンター吾平振興会館 吾平町麓
11 ６ 火 農業研修センター 札元 1丁目

12 ４ 火

鹿屋市役所本庁 共栄町
コミュニティセンター吾平振興会館 吾平町麓
輝北総合福祉センター 輝北町上百引
串良公民館 串良町岡崎

２ ４ 月 農業研修センター 札元 1丁目
２ 22 金 市成出張所 輝北町市成
３ 19 水 鹿屋市役所本庁 共栄町

　法務局と鹿屋人権擁護委員協議会では、毎年「特設無料人権相談所」を開設しています。平成 19年度は下
記のとおり開設を予定しています。家庭内の問題、財産、相続、多重債務、差別、いじめなどの問題でお困り
の人は、お気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は固く守られます。

委員名 住所 電話番号
西馬場孝 寿７丁目 0994-43-1829
箱田牧子 田淵町 0994-48-2679
畠野勝昭 西原２丁目 0994-43-5387
森永晃治 輝北町市成 099-485-1583
本村ヤス子 串良町上小原 0994-63-4922
福田芳子 寿４丁目 0994-43-2587
有村達郎 下高隈町 0994-45-2778
柿元洋子 新生町 0994-43-2018
野村静雄 串良町細山田 0994-62-2757
杉本五男 吾平町上名 0994-58-7208
西薗美恵子 古里町 0994-46-5477
北山敏子 串良町有里 0994-63-6907

●日程　※開設時間（10時～ 15時） ●鹿屋市人権擁護委員
　　　（平成 19年１月１日現在）

　法務局では、月曜日から金曜日まで祭
日を除く毎日、相談所を開設しています。
　詳しくは、お問い合わせください。
【問い合わせ】
　鹿児島地方法務局鹿屋支局
　☎ 0994-43-6790

【問い合わせ】　市民課　☎ 0994-31-1114

い
て
は
特
に
大
き
く
、
成
人
に

な
っ
て
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

に
も
な
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

家
庭
や
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
、

未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
健
康
増
進
課

　

☎
０
９
９
４‒

41‒

２
１
１
０

視
聴
覚
セ
ン
タ
ー
の
業
務

を
移
管
し
ま
す

　

市
立
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー
の
業
務

は
、
４
月
１
日
よ
り
市
民
交
流
セ

ン
タ
ー
内
の
「
情
報
プ
ラ
ザ
」
及

び
、
市
立
図
書
館
に
移
管
さ
れ
ま

す
。

● 

情
報
プ
ラ
ザ
に
移
管
す
る
業
務

　

 　

パ
ソ
コ
ン
利
用
に
関
す
る
講

座
、
研
修
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

検
索
等
に
関
す
る
こ
と

● 

市
立
図
書
館
に
移
管
す
る
業
務

　

 　

ビ
デ
オ
や
16
㎜
映
画
フ
ィ
ル

ム
な
ど
の
教
材
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
や
照
明
器
具
な
ど
視
聴
覚

教
材
・
機
材
の
貸
出

※ 

利
用
対
象
は
学
校
教
育
及
び
社

会
教
育
関
係
団
体
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
立
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー

　

（
市
立
図
書
館
２
階
）

　

☎
０
９
９
４‒

43‒

９
３
３
３

か
ご
し
ま
犯
罪
被
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知

ら
せ

　

か
ご
し
ま
犯
罪
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
犯
罪
被
害
者
の
被

害
の
回
復
や
軽
減
を
目
的
に
、
犯

罪
等
の
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
・

遺
族
の
相
談
に
応
じ
た
り
、
心
理

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
ま

す
。

● 

電
話
相
談
・
面
接
相
談
＝
火
曜

日
か
ら
土
曜
日
の
10
時
〜
16
時

● 

法
律
相
談
＝
毎
月
第
２
・
第
４

木
曜
日

● 

心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
＝
毎
月

第
１
・
第
３
土
曜
日

※
相
談
は
無
料
で
す
が
、
法
律
相

談
及
び
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
希
望
す
る
場
合
は
予
約
が
必

要
で
す
。

電
話
相
談
専
用
番
号

　

☎
０
９
９‒

２
２
６‒

８
３
４
１

【
問
い
合
わ
せ
】

　

か
ご
し
ま
犯
罪
被
害
者
支
援
セ

　

ン
タ
ー

　

☎
０
９
９‒

８
０
５‒

７
８
３
０

労
働
保
険
年
度
更
新
手
続

き
の
お
知
ら
せ

　

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用

保
険
）
の
年
度
更
新
手
続
き
の
期

間
は
、
４
月
１
日
か
ら
５
月
21
日

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
期

間
中
に
、
平
成
18
年
度
の
確
定
保

「かのや市政インフォメーション」
●放 送 局＝ＦＭかのや（FM77.2MHz）
●放 送 日＝毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）
●放送時間＝概ね８時５分～（５分間）
　　　　　　※再放送は概ね16時５分～

鹿屋市ラジオ広報番組のお知らせ
　鹿屋市では、市の施策、イベント情報、各課からのお知らせ等を紹介するラジオ広報番組を放送しています。
ぜひ、お聴きください。

「鹿屋市政だより」
●放 送 局＝ＭＢＣラジオ（AM1107kHz）
●放 送 日＝毎週日曜日
●放送時間＝概ね15時55分～（３分間）


